
‭足利市老人福祉センター幸楽荘の管理に関する年度協定書‬

‭　足利市（以下「甲」という。）と　（以下「乙」という。）とは、令和　年　　月　日に‬
‭甲乙間で締結した足利市老人福祉センター幸楽荘の管理に関する基本協定書第５２条の規定‬
‭に基づき、令和　年度における足利市老人福祉センター幸楽荘（第１条において「幸楽荘」‬
‭という。）の管理について、次のとおり協定（以下「年度協定」という。）を締結する。‬

‭（目的）‬
‭第１条　年度協定は、令和　年度における幸楽荘の管理業務の実施にあたり、必要事項を定‬
‭めることを目的とする。‬

‭（協定期間）‬
‭第２条　年度協定の期間は、令和　年４月１日から令和　年３月３１日までとする。‬

‭（事業計画）‬
‭第３条　乙が実施する管理業務の内容は、別添事業計画書のとおりとし、乙は事業計画に‬
‭沿って管理業務を行わなければならない。‬

‭（指定管理料）‬
‭第４条　甲は、乙に対し令和　年度の指定管理料として、年間　　円を別紙支払計画書のと‬
‭おり支払うものとする。‬
‭２　甲は、乙から適正な請求があったときは、当該請求書を受理した日から３０日以内に支‬
‭払うものとする。‬

‭（疑義等の決定）‬
‭第５条　年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠意‬
‭をもって協議を行い、これを決定するものとする。‬

‭年度協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。‬

‭令和　（　）年　月　日‬

‭甲‬ ‭所在地‬ ‭足利市本城3丁目２１４５番地‬

‭名称‬ ‭足利市‬

‭代表者‬ ‭市長‬ ‭早川　尚秀　㊞‬

‭乙‬ ‭所在地‬

‭名称‬

‭代表者‬



‭別紙‬

‭令和　年度　足利市老人福祉センター幸楽荘指定管理料　支払計画書‬

‭支払総額（円）‬

‭月‬ ‭回‬ ‭支払予定日‬ ‭支払額（円）‬ ‭備考‬

‭４月‬ ‭１‬

‭５月‬ ‭２‬

‭６月‬ ‭３‬

‭７月‬ ‭４‬

‭８月‬ ‭５‬

‭９月‬ ‭６‬

‭１０月‬ ‭７‬

‭１１月‬ ‭８‬

‭１２月‬ ‭９‬

‭１月‬ ‭１０‬

‭２月‬ ‭１１‬

‭３月‬ ‭１２‬

‭合計‬


